
施行期日 平成 30年６月 15日 

住宅宿泊事業法施行規則（一部抜粋） 

 

（法第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備） 

第一条 住宅宿泊事業法（以下「法」という。）第二条第一項第一号の国土交通省令・厚

生労働省令で定める設備は、次に掲げるものとする。 

一 台所 

二 浴室 

三 便所 

四 洗面設備 

 

（法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋） 

第二条 法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国

土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するもの

であって、事業（人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。）の用に

供されていないものとする。 

一 現に人の生活の本拠として使用されている家屋 

二 入居者の募集が行われている家屋 

三 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋 

 

（人を宿泊させる日数の算定） 

第三条 法第二条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日

数は、毎年四月一日正午から翌年四月一日正午までの期間において人を宿泊させ

た日数とする。この場合において、正午から翌日の正午までの期間を一日とす

る。 

☆ 


